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「大阪産(もん)プロモーション強化事業（大型イベント）」企画運営業務 

にかかる企画提案公募仕様書 

 

１．業務概要  

（１）業務名 

「大阪産(もん)プロモーション強化事業（大型イベント）」企画運営業務 

 

（２）業務の趣旨・目的 

大阪府では、万博を契機とした大阪への関心の高まりに伴う来阪者増をふまえ、大阪産(もん)

（※１）・大阪産(もん)名品（※２）を「味わえる・買える・体験できる」魅力ある観光コンテンツの

一つとして、さらなる需要創出に向けた取組等を展開している。 

大阪府内では、新鮮で完熟、ここでしか食べられない様々な農林水産物「大阪産(もん)」が生

産・収穫されており、大阪土産として最適な「大阪産(もん)名品」と併せて、大阪の魅力的な食の

観光資源として国内外の観光客を誘引するポテンシャルを有している。 

令和７年に開催された大阪・関西万博では、大阪産(もん)・大阪産(もん)名品の活用拡大を図

るとともに、来阪する多くの方にその魅力を発信してきた。国内外から大阪に注目が集まっているこ

とから、これを好機と捉え、府内市町村や民間企業等との連携により、魅力的な大阪産(もん)を

“味わえる”・“見る”・“知る”といった“まるごと体感できる”参加・体験型の大型イベントを、インバ

ウンドを含む府内外からのイベント誘客につなげる効果的なプロモーションとともに実施し、イベン

ト会場での実体験を通じて、来阪観光客の“実際に府内生産地へ訪れたくなる”機運醸成づくり

をすることで、大阪産(もん)の生産地への誘客・周遊促進を図る。 

 

（※１）大阪府内で生産された農林水産物とそれらを使った加工品 

（※２）「天下の台所・大阪」で長く愛され続けている、お土産や贈り物にもおすすめの加工食品 

 

２．履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 31日（水曜日）まで 

 

３．委託金額の上限額 

4１，８９２，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

    

４．委託業務内容及び提案を求める事項 

本業務では府内市町村や民間企業等と連携し、大阪府内各地の魅力的な大阪産(もん)を楽しみ、

体感できる参加・体験型の大型イベントを実施し、効果的なプロモーションでインバウンドを含む府内

外からの誘客を図ることで、大阪産(もん)に実際に触れ、より深く知ってもらい、大阪産(もん)の消費や

生産地等への誘客・府内周遊を促すため、大阪府と協議・調整を行いながら、以下（１）～（３）の企画

運営業務を行う。 

各業務の具体的な内容や仕様書に定めのない事項については、大阪府と協議の上、決定すること。 

また、業務の実施にあたっては、発注者と十分に協議・調整をすること。 

※委託業務の企画・提案及び実施にあたっては、下記ホームページもあわせて確認すること。 
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◇ 大阪産（もん）・大阪産（もん）名品〔共通トップページ〕  

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120110/ryutai/osaka_mon/index.html  

◇ おおさかもんマップ 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14W3caHHt4s7tWVEaGA_KDEc3XoADj

xQ&usp=sharing 

◇ 大阪・関西万博会場内での大阪産(もん)・大阪産(もん)名品に関するイベント情報 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120110/osakamon_expo2025.html 

◇ 大阪産(もん)を活用した脱炭素化推進事業 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120110/brandsenryaku/osakamonivent/index.html  

 

（１）大型イベント・関連イベントの企画・実施 

府内市町村や民間企業等と連携し、大阪府内各地の魅力的な大阪産(もん)を楽しみ、体感できる参

加・体験型の大型イベントを実施し、府内外に遡及できる効果的なプロモーションによりインバウンドを含

む府内外からの誘客を図ることで、大阪産(もん)に実際に触れ、より深く知ってもらい、イベントを通じた大

阪産(もん)の消費や生産地への誘客・府内周遊を促す。 

 

【実施目標】 

➢ 大阪産(もん)の認知度： 府外 30%以上、府内 50%以上 

➢ 大阪産(もん)の生産地への周遊意欲： 20％以上 

➢ イベント来場者数： ３万人程度 

➢ 府外からのイベント誘客： イベント来場者数の３割以上 

 

【提案を求める事項】 

・ 業務の趣旨・目的を正しく理解し、大型イベントを中心とする広報・プロモーションにより、来阪観光

客の府内生産地等へ誘客・周遊促進を生むような実施計画について、具体的に提案してください。 

・ 万博レガシーを活かし、大阪府内各地の大阪産(もん)の魅力や食文化等との組み合わせにより効

果的に発信し、来場者が楽しみ、体感できる参加・体験型の大型イベント実施の企画について、具

体的に提案してください。 

・ 府内外から大型イベントに誘客できるインパクトある広報媒体や統一的に見える手法等について、

具体的に提案してください。 

・ イベント会場に来場できない方にも大阪産(もん)の魅力を伝え、大阪産(もん)の生産地等への誘

客・周遊促進のインセンティブを図ることができる手法等について、具体的に提案してください。 

・ 大型イベント以外でも、旅ナカで必ず来阪観光客の目に留まり、楽しめるような民間企業等と連動

した大阪産(もん)イベントの実施について、具体的に提案してください。 

・ 府内市町村や民間主導型の取組と連動させ、通年でプロモーションできるような仕掛けについて、

具体的に提案してください。 

 

【大型イベントにかかる留意事項】 

ア） 開催日時 

〇 開催日については、概ね令和８年９月～10月の土曜日・日曜日・祝日のいずれか１日以上とするこ

と。 

〇 開催時間は 10時～18時のうち６時間以上を基本とするが、ほかに効果的なイベント開催時間があ

ればこの限りでない。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120110/ryutai/osaka_mon/index.html
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14W3caHHt4s7tWVEaGA_KDEc3XoADjxQ&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14W3caHHt4s7tWVEaGA_KDEc3XoADjxQ&usp=sharing
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120110/osakamon_expo2025.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120110/brandsenryaku/osakamonivent/index.html
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※基本は連続する２日間を想定しているが、集客目標を達成できる場合は１日でも可能。 

※具体的な日時については、契約後、大阪府や会場の管理者、その他関係者と協議の上決定する。 

 

イ） 開催場所 

〇 府外複数の都道府県からもアクセスしやすい大阪市内中心部とし、空港や新幹線の駅から直行で

き、かつ駅から徒歩 15分以内で会場に到達できる場所とすること。 

※イベント会場については、上記１カ所以上とするが、ほかに効果的な会場があれば上記以外の提

案も受け付けるものとする。 

〇 イベント会場の使用に係る全ての手続き及び精算を実施すること。 

※提案時において仮予約は求めない。 

 

ウ） 実施内容 

〇 イベント全体のコンセプトは、「大阪に来ないと食べられない、完熟・採れたて」の大阪産(もん)等の強

みや特色を“まるごと体感できる”ものとすること。 

〇 万博レガシーを活かしつつ、ブースやキッチンカー、ステージ等を活用しながら、大阪産(もん)の魅力

や来阪観光客が味わい、楽しめる観光資源やイベントの情報を発信するとともに、ここでしか体験で

きない演出や PRコンテンツを組み合わせることで、さらなる大阪産(もん)の認知度向上・消費拡大

並びに来場者の府内各生産地への周遊促進の意欲を高めるきっかけづくりとなるような参加・体験

型の大型イベントとすること。  

〇 来場者が大阪産(もん)の魅力を体験したり、生産者等の造り手の想いや地域の魅力を知ったり、大

阪産(もん)を身近に感じてもらえるよう食文化や伝統、ストーリーを組み合わせる等の工夫を行うこ

と。 

〇 大阪産(もん)は府域全域を対象としていることから、府内各市町村とも連携し、各市町村の農林水産

部署とも調整し、市町村ブース、市町村のステージ、各エリアの生産者等との連携を行うこと。 

〇 大阪産(もん)が味わえる府内全域（北摂・河内・泉州などエリア）の具体的な観光スポットの選定や

府内市町村のキャラクターとのコラボレーション等、大阪全体の魅力発信に適した手法・内容とするこ

と。 

〇 単なる物販イベントとならないよう、体験型の演出を企画する等の工夫を行うこと。 

〇 これまで府が実施してきた「大阪産(もん)マルシェ」や「おおさかもん祭り」での脱炭素化推進に向け

た取組を要素として含めること。 

〇 11月の「大阪産(もん)地産地消推進月間」の PRや令和８年度開催の「第 45回全国豊かな海づ

くり大会」の PRを含めること。 

 

＜例＞ 大阪・関西万博催事「大阪ウィーク」など 

●府内各地域の大阪産(もん)の食材やそれらが味わえる直売所・観光農園・飲食店等の紹介 

   府内各地域の旬の食材や食することができるエリア等を PR。各市町村担当者・生産者・飲食店経営者

等がステージやブース等で直接 PRを行い、「おおさかもんマップ」等の紹介とあわせた発信を行う。 

●大阪産(もん)の物販・飲食店、体験ブース等の出店 

  大阪産(もん)事業者や各市町村等がブースやキッチンカーにて出店し、大阪産(もん)の購入や喫食の

機会、大阪産(もん)を使用した「食」の体験を提供。 

●大型スクリーンや空間型 VR等で地域の食の魅力が“体感できる”よう映像で発信 

 

エ） ステージコンテンツ 

〇 司会者の手配にあたっては、大阪産(もん)への造詣が深い者を選定すること。 
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〇 ステージコンテンツにて大阪産(もん)PR大使が出演する場合があるが、その場合の出演交渉及び

調整は、発注者が行うこと。 

〇 大阪産(もん)の魅力発信を絡めた来場者参加型ステージなど、 来場者が楽しみながら大阪産(も

ん)の魅力を感じることができるステージコンテンツとすること。 

〇 大阪府広報担当副知事「もずやん」の他、府内外の自治体キャラクター（※）など、複数のキャラクタ

ーが連携することによる相乗効果を期待する。なお、キャラクター出演の企画にあたっては各キャラク

ターや会場のレギュレーションに十分留意すること。また、キャラクターの出演調整（控室利用を含む）

については府との協議の上で、受託者で行うこと。 

※大阪府の「もずやん」のように、府内市町村の魅力発信を推進している府内自治体等キャラクター 

※上記キャラクターの活用の有無は各市町村・事業者の提案による。 

 

オ） イベント誘客にかかる広報・プロモーション 

○ 広報媒体の制作にあたって必要となる写真・画像等の手配、出店者に対する資料提供依頼、調整、

編集業務等も行うこと。 

〇 広報にかかる手配は全て受注者にて実施すること。 

〇 大阪府が実施する他の事業と連携を図り、効果的な広報活動を行うこと。 

〇 府で保有している既存の PR動画及び受託者が府内市町村と調整し、各市町村の大阪産(もん)の

PR動画の活用等を図ること。 

〇  日本語と英語を必須とし、ほか他言語での発信も可能な場合は行うこと。なお、翻訳に係る費用は委

託料に含むものとする。 

〇 実施するプロモーションは、提案内容をもとに、大阪府と協議・調整のうえ、決定する。その際、予算の

範囲内で内容の変更や追加等を求めることがある。 

〇 事業者提案のほか、大阪府の公式 SNSの活用も視野に入れること。 

例） X（旧 Twitter） ： もずやん＠大阪府広報担当副知事  

YouTubeチャンネル ： 大阪府公式チャンネル 

 

カ） その他 

〇 提案する手法が、効果的かつ実現可能である根拠を過去の実績等により示すこと。 

〇 実施するイベントやプログラム等は、提案内容をもとに、大阪府と協議・調整の上、決定すること。その

際、内容の変更や追加等を求めることがある。 

〇 イベント事務局を立ち上げ、出店者募集・調整・各種関連事業者等との調整・問合せ対応を一元に行

うこと。 

〇 開催場所に応じて、過去に実施してきた大阪産(もん)イベントにかかる関連事業者等との連携を図

り、ノウハウや経験を活かすこと。 

〇 募集にあたっては、府と協議の上、受託者にて募集要項を作成し、府内市町村とも連携しながら実施

すること。府との協議により選定を行うこと。なお、大阪産(もん)のロゴマーク使用許可事業者リストは

府より受託者に提供する。 

〇 受託者は、事業運営に必要な関係機関（警察、消防署等含む）との連絡調整を行うこと。各種許可申

請書などが必要な場合は、許可申請書など必要な書類の作成も行うこと。手続きにあたっては、事前

に大阪府と調整すること。（保健所への申請は各出店者での申請も可） 

〇 大型イベント実施に係る賠償責任・傷害保険（スタッフ含む）の選定及び契約を実施すること。 

〇 イベント全体の具体的な企画内容や運営組織体制図、会場図面、イメージパース、タイムスケジュール

などを作成したうえで、遅くともイベント開催日の 2か月前までに府と協議を行うこと。 
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〇 イベント開催日の 1か月前までに、運営マニュアル、進行台本、使用映像素材等の必要書類を作成

し、府に提出すること。その他府の求めに応じ、マニュアルや資料を作成すること。 

〇 イベント開催前には、出店者に対して説明会をオンライン及びリアル（会場の手配は受託者）で行うこ

と。説明会は Zoomや YouTube等関係者のみが視聴できる録画形式で録画し、後日も視聴が可

能なように対応を行うこと。 

〇 広告協賛、ステージ協賛、コンテンツ協賛など有効な協賛の獲得に努めること。なお、協賛獲得に係る

費用は、協賛金額の範囲内で賄うものとする。 

〇 イベントが効果的に実施されるよう、サイネージや立て看板、タイトルサイン、ブース、会場装飾等のデ

ザインの企画・制作も行うこと。インバウンド対応を兼ね、日本語に加え、英語も記載すること。  

〇 英語話者や聴覚に障がいがある人にも伝わるように工夫すること。（発言内容を文字起こしする AI

技術等の活用など）。 

〇 イベント実施時に、スタッフは来場者からイベント関係者であることが一目でわかり、かつ、スタッフ自

身が大阪産(もん)の PRにつながるようにすること。大阪府が保有する Tシャツ、法被等の PRツー

ルを使用する場合は、その管理及びクリーニングを行うこと。また、スタッフが装着する統一デザインの

スタッフ証を制作・配布すること。 

〇 イベントが安全かつ滞りなく開催されるよう、イベント当日の運営スタッフを適切に配置するほか、パー

テーションなどの資機材等を使用して警備や来場者誘導、人流整理などの対応を適切に行うこと。ま

た、運営にあたり警備計画書等を作成し、府に提出すること。 

〇 来場者や関係者等の安全に配慮した、機材や電源等の調整・調達を行うこと。 

〇 イベント実施にあたっては、安全管理マニュアル・安全チェックシートを作成し、大阪府や会場側に提

出すること。 

〇 原則として雨天決行とするが、雨天の場合を想定したイベント実施体制も講じること。また、観客や出

演者（キャラクターなど）双方の観点から、当日の天候に合わせた風雨対策や暑さ対策を行うこと。

なお、キャラクターの出演に関しては当日の天候状況により府と協議すること。 

〇 熱中症対策や救護室（体調不良者発生時に、救急車が到着するまで一時的に休憩できる環境）を

設けること。 

〇 イベント会場内には、会場のレギュレーションに従いゴミ箱を設置し、会場等で発生した廃棄物の回

収・処分をすること。 

〇 受注者は、本事業を実施するにあたり必要となる控室等を目的とした施設の使用については、大阪府

と協議すること。 

〇 会場等における報道対応については、大阪府と事前に協議・調整の上、取材要領の作成及び当日の

プレス対応を行うこと。 

〇 気象条件等により、設営物が来園者にとって危険である、もしくは危険になる恐れがあると判断した

際は、該当の設営物を一時撤収するなど危険回避のための措置をとること。 

〇 暴風、豪雨、洪水、地震、その他大規模な火事爆発等の災害や府管理地における事故・事件などの

危機事象が発生し、又は発生のおそれがあるときのイベント実施可否の判断は、大阪府が行う。中止

と判断した場合に関係各所（指定管理者等）への連絡が必要な場合は受注者が行い、中止案内看

板の設置など、原則として受注者が行うこと。また、イベント途中で中止の判断がなされた場合は、来

場者・出店者の安全を確保したうえで、速やかに帰宅を促すなど、来場者の安全確保を最優先に対

応すること。 

〇 受動喫煙防止のため、会場では、指定された場所以外での喫煙（加熱式たばこ等を含む）を禁止す

るほか、業務履行中の飲酒等、公序良俗や風紀の乱れにつながる行為は禁止すること。スタッフをは

じめ、イベント等に関わる全ての者への周知を徹底すること。 

〇 設営から撤去に至るまでの間、大阪府と調整等を行うこと。 
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〇 搬入搬出については、出展者や指定管理者等との搬入出時間、展示物設置・撤去に係る全ての調整

を行うこと。会場設営・撤去、展示物搬入・搬出、展示物設置・撤収に係る業者（運搬事業者を含む）

や会場との搬入車両、人員の出入など必要となる全ての事項の調整、実施するとともに、これにかか

る費用については、委託金額の範囲で受注者が支払うこと。出展者に係る設営撤去補助を行うこと。  

〇 施設や貸与した備品等に受注者の瑕疵により損傷・破損があれば、受注者の責により原状回復する

こと。 

 

【その他イベントにかかる留意事項】 

〇 来阪観光客が旅ナカで必ず大阪産(もん)を認知できる場所で実施すること。 

〇 実施方法については、主催、共催、広報連携など手法は問わないが、多く実施できるものとすること。 

〇 来阪観光客のターゲットに応じて、効果的な時期に実施すること。 

〇 連動する民間事業者等については、大阪府と協議・調整の上、決定すること。 

〇 大阪産(もん)の魅力を知り、味わうことができるイベント内容とすること。 

＜例＞ 百貨店や商業施設での大阪産(もん)のイベント、ホテル等での大阪産(もん)フェアなど 

 

（２）効果検証 

本事業を通じて「大阪産(もん)の認知度」・「大阪産(もん)の生産地の周遊意欲」など、本事業の目的

達成状況を測るためのアンケートや視聴回数等の統計データの収集等を実施し、効果検証を行う。 

 

【提案を求める事項】 

本事業の効果検証を実施するため、その内容や手法、アンケートの実施方法及び回収率を高める方法

について、具体的に提案してください。 

 

【留意事項】 

〇 アンケート等については、イベント来場者・出店者・関係者に加え、イベント参加者以外からも幅広く回

答を得ることとし、必ずインバウンドも含めること。必要に応じて訪問・電話・メール等でもヒアリングを

行い、効果検証のための必要な情報収集を行うこと。 

〇 効果検証のため必要な情報収集については、業務実施前、実施中においても、必要に応じて実施す

るとともに、大阪府の求めに応じて報告すること。 

〇 アンケート等の内容（項目、方法、対象範囲、サンプル数等）は、最終的に府と協議の上決定すること

とし、統計学的に有意であること。 

〇 効果検証および考察結果等の取りまとめを行うこと。 

〇 展示等を含むイベントの記録については、写真や動画を撮影すること。 

 

（３）実施体制及びスケジュール管理 

上記（１）及び(２)について、契約期間内に計画的かつ効率的に実施できるよう、提案業務を実施する

ための実施体制及びスケジュールについて提示すること。 

 

【提案を求める事項】 

・ 本業務を円滑に実施するにあたり、計画的かつ効率的に遂行できる体制について、提案してくださ

い。なお、本業務の実施にあたり、効果的な連携先等があれば提案すること。 

・ 本業務を契約期間内に円滑に遂行できる全体スケジュールについて、提案してください。 
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【留意事項】 

〇 イベントの企画運営等に関する経験や実績を有する構成員を含めること。事業の趣旨・目的を達成で

きるように一連の業務に携わるキュレーター（大阪産(もん)に関する豊富な知識を有し、イベントの企

画、構成、運営等を行う者をいう。必ずしも資格を保有している必要はない。）を必ず配置するととも

に、ディレクターやスタッフを含めた専門スタッフのこれまでの実績、本業務での人数や役割分担を明

確にすること。 

〇 府、府内市町村等の関係機関、大阪産(もん)事業者・出店者等との連絡、調整が迅速に行える体制

とすること。 

〇 連絡体制や安全管理、緊急時の対策等について、十分に配慮すること。 

〇イベントの会場の設営や運営、搬入搬出、運営体制等、本業務を実施するのに適切な計画とするとと

もに、無理のないスケジュールを示すこと。 

 

５．委託業務実施上の留意事項 

〇 本企画提案公募は受託者を選定するために行うものであり、事業内容は改めて府と受託者において

協議すること。契約締結以降も仕様内容が変更となる場合がある。 

〇 受託者は、契約締結後、事業の実施に際しては、府の指示に従うこと。 

〇 受託者は府と緊密に連絡を図り、情報を共有しながら事業を実施すること。 

〇 受託者は、契約締結後直ちに事業の実施体制に基づく責任者を指定し、府へ報告すること。 

〇 受託者は、府と協議の上、契約締結後速やかに業務実施計画書を提出すること。 

〇 受託者は、経費支出等の確認書類（請求書、支払書等）について、適切に整理、事業年度終了後 5

年間保存すること。なお、府から請求があった場合、速やかに提出すること。 

〇 再委託は原則禁止する。ただし、専門性等から一部を受託者において実施することが困難な場合や、

自ら実施するより高い効果が期待される場合は、再委託により実施することが  できる。再委託によ

り実施する場合は、事前に府と協議し、承認を得ること。ただし、次に該当する場合は、再委託を承認

しない。 

・ 業務の主要な部分を再委託すること。 

・ 契約金額の相当部分を再委託すること。 

・ 公募型プロポーザルにおける他の入札参加者に再委託すること。 

・ 随意契約によることとした理由と不整合を生じる再委託をすること。 

〇 本事業で使用される全てのものは、必ず著作権等の了承を得て使用すること。 

〇 本事業における成果物の著作権及び肖像権は、納品をもって府に帰属するものとする。ただし、当該

著作物のうち受託者が従前より保有するものの著作権は、受託者に留保されるものとし、受託者は

府及びその指定する者の必要な範囲で府及びその指定する者に無償で使用することを許諾するも

のとする。 

〇 本事業終了後においても府がその保有する広報媒体等を活用して公表等を行うにあたり、著作権使

用料等が別途発生しないようにし、自由に無償で使用できるものとするとともに、著作者人格権(著

作権法（昭和 45年法律第 48号）第 18条第１項、第 19条第１項及び第 20条第１項に定める

権利を含む。）の行使をしないこと。 

〇 成果物が第三者の著作権等を侵害したことにより当該第三者から制作物の使用の差し止め、又は

損害賠償を求められた場合、受託者は府に生じた損害を賠償しなければならない。 

〇 展示等を含むイベントや、広報の実施にあたり、著作権者、出展者や出演者と交渉を行う際は、肖像

権及び著作権に関する調整について受注者の責任において行うこと。また、その際、大阪府が管理運
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営するホームページや SNSでの動画配信、写真掲載をすることに同意を得ること。また、権利の使用

にあたって、別途料金が必要な場合は、委託金額の範囲で受注者が支払うこと。 

〇 業務履行等に際して必要な費用等の契約書類作成時の印紙代、本事業に関する企画、データ等の

一切の著作権及び使用料等をはじめ、本事業に係る一切の費用は全て事業費に含むこと。 

〇 この事業を実施するにあたり必要となる保険に加入すること。 

〇 応募・提案された内容（企画書等）は返却しない。 

〇 本事業かかる全ての事項について、著作権・会場のレギュレーション・各種ガイドライン等を踏まえ、法

令順守にて実施すること。 

〇 今般の物価高騰等の社会情勢を踏まえて、予算の範囲内で業務内容の変更等を求める場合は、大

阪府と協議・調整のうえ、決定を行うこと。 

〇 既に事業を実施することを決定し、公表している自主事業や国や地方公共団体等から補助金等を受

けて実施予定の事業と、本業務とを合体させて提案することは認めない。実施にあたっても同様とす

る。 

 

６．実施状況の報告 

〇 受託者は、契約締結後、毎月、本事業の実施状況（作業・スケジュール進捗がわかる資料等）を書面

もしくは電子データにより大阪府に報告すること（報告様式自由）。 

〇 大阪府から受託者に対し、必要に応じて事業内容等について随時報告を求めることがあるので、す

みやかに対応すること。 

 

７．成果物等の提出 

  本事業にかかる全ての業務終了後、契約満了日までに大阪府に以下の成果物等を提出すること。な

お、提出にあたっては、以下（１）～（３）における電子データはＨＤＤ等に格納し提出すること。 

 (1) 実施報告書 

実施報告書は、実施概要、実施記録（実施内容がわかる写真）、収支決算書、効果検証にかかる

データ、出店者・参画店舗の売上・来場者数等を含めて作成し、効果検証・考察結果もとりまとめの

上記載すること。 

(２) 本事業で作成した全ての成果物 

業務実施計画書、運営マニュアル、出店者説明会資料、作成した広報物データ、イベントの記録写

真や映像データなどについても提出すること。 

(３) 報道実績に係る報告書（電子データで提出） 

掲載された記事（著作権・肖像権等に留意）、ホームページ、ＳＮＳ、インフルエンサー等が発信した

ＳＮＳなどのWEB情報について取りまとめた報告書、国内外のテレビ等で放送された動画データ

を提出すること。 

 

８．その他 

(1) 守秘義務等について  

・受託者は、委託業務の遂行上知り得た情報は、委託業務遂行の目的以外に使用し、又は第三者に提

供してはならない。 

・受注者はプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務実施上知り得た個人情報を紛失し、又は

業務に必要な範囲を超えて他に漏らすことのないよう、万全の注意を払うこと。また、他の機関等に個

人情報を提供する際には、個人情報保護に係る法令等に準拠した手続により行うとともに、当該機関

等との間で個人情報の保護に関する取り決めを交わすなど、適切な措置を講じること。 
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・委託業務の終了後、成果物に誤り等が認められた場合には、受託者の責任において速やかにその誤り

を訂正しなければならない。 

(2) 個人情報の取り扱いについて  

・委託業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、受託者の責任において厳重に管理する

とともに、他の目的への転用等は絶対に行わないこと。また、業務完了後、受託者が保有する機器等に

データが残存している場合は、受託者の責任において確実にデータの 破棄を行うこと。  

・受託者は事業実施にあたり、収集する個人情報及び法人情報について、府に情報提供することを当事

者に事前に説明し同意を得ること。  

・事業実施にあたり収集した個人情報や法人情報は受託者に帰属するものとし、府の指示に従い提供

を行うこと。  

・契約を締結する際、受託者は、個人情報の保護の観点から、誓約書を提出すること。 

(3) その他留意事項について  

・府は、特別の理由がない限り最優秀提案者を契約交渉の相手方に決定するが、契約締結及び事業実

施にあたっては、受託者は必ず府と協議を行いながら進めること。 

・本仕様書に記載のない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、その都度、府と協議を行

い、指示に従うこと。 

・受託者は、会計に関する諸記録を整備し、事業年度終了後 5年間保存すること。 

・企画提案及び契約の手続きにおいて用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国の通貨によるものと

する。 

・受注者は、不測の事態により業務を実施することが困難になった場合には、遅延なくその旨を大阪府に

連絡し、その指示に従うものとする。 

・受注者は、業務の過程において大阪府から指示された事項については、迅速かつ的確に実施するもの

とする。 

・業務の遂行にあたっては、常に公正かつ中立的な姿勢を保つことを心がけること。 

・本業務の実施で得られた成果、情報（個人情報を含む）等については大阪府に帰属するものとする。 

 


